
開業までの具体的な手続きの流れ（場所、経営形態によっては必要ない手続きもあります）

民宿の開業計画について
　　　○開業の可否をチェックリストで確認する
　　　○開業計画について　家族、協力者と相談
　　　　・経営の規模、経営の形態、地域との協力、家族や地域内の了解

開業手続きの準備
　　　○必要な手続きをチェックリストで確認
　　　○手書きの間取り図面
　　　○必要な資金とその調達
　　　○経営計画　（原価計算）

　新築・増築する場所が自然公園対象区域内の場合は許可又は届け出
　　　　　　　〃　　　　　　都市計画区域の場合は営業の可否の確認
　　　　　　　〃　　　　　　農振法上の農用地の場合は除外手続き
　　　　　　　〃　　　　　　農地の場合は農地法上の転用手続き

建築確認申請書の提出
　　問い合わせ先

水質検査を受ける
（滅菌器の取り付け）

完了検査申請書の提出

ＹＥＳ

現場検査

保健所に相談し、必要な許認可と各施設の基準等を確認
　　　　　　　（手書きの間取り図があれば便利、チェックリストも活用）

消防設備について相談　〔消防署〕

浄化槽法、水質汚濁法防止法に基づく届け出　　〔保健所〕

建築確認が必要か [建築士]

工事の着手

工事の完了

消防設備等設置届出書の提出　→　　〔消防署〕

現場検査

消防法令適合申請書の提出　→　　〔消防署〕

消防署の適合通知書

旅館業法の営業許可申請→　　〔保健所〕

食事を提供するか

現場検査〔保健所〕

営業許可

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

井戸水を使用する

ＮＯ

ＹＥＳ

現場検査 食品衛生法の営業許可申請　　　　〔保健所〕

食品衛生責任者の講習会受講　　〔保健所〕


